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新型コロナウイルス感染症対策について 
  

残暑の候 保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃より、本校の教育にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、本校では新型コロナウイルス感染症への対策として、下記の対策を講じておりま

す。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

●校内消毒について 

 学期中は事業者により平日２日に１回の校内消毒作業を実施しています。事業者による

消毒作業以外にも、学校職員や教員により重点箇所（特に共有部分）の消毒作業を実施し

ています。 

 

●感染症対策の備品について 

 各教室や特別教室のすべてに空気循環式紫外線清浄機や低濃度オゾン発生装置を設置

して感染対策を実施しています。また、玄関のサーマルカメラを子供たちも使用できるよ

うにします。 

 

●教職員のワクチン接種について 

 教職員のワクチン接種については、立山町居住の教職員は優先接種枠において接種済み

です。町外在住の教職員についても、順次接種を進めており、９月中に接種（2回目）を

完了する予定です。 

 

●手洗いやマスク着用、換気の徹底について 

 登校後は、子供たちと教職員の手洗いやマスク着用を徹底しています。また、入口ドア

と窓の一部を開放し、常時換気を行っています。 

 

●給食の黙食、配膳について 

 食事中の感染対策として、給食は対面配置ではなく一方を向く机の配置とし、黙食を徹

底しています。また、下学年の配膳は教職員が行います。おかわりはありません。 

なお、食後の歯みがきはしばらく控えます。 

 

 



・現在は、より感染力の強い変異株（デルタ株）の感染が拡大しているので、子供たち

に不織布製マスクを着用させてくださるようお願いします。予備のマスクも不織布製

マスクを持たせてください。 

 ・職場等で感染が拡大し、家庭内に濃厚接触者が出た際は、学校に連絡をいただくとと

もにお子さんの登校を控えるようお願いします。なお、その際は感染拡大防止に伴う

出席停止となり、欠席にはなりません。 

※学校内に濃厚接触者や感染者が発生した場合の対応については、国のマニュアルや

町の指針に基づくとともに、中部厚生センターの指示に従い、実施していきます。 

 

●感染予防の再確認について 

感染予防の重要性を学年に応じて再度確認し、子供たち自身で予防に努めるようにして

いきます。 

 

●感染リスクが高い学習活動の回避について 

 「長時間や近距離でのグループ活動」「大きな声で話す活動」「合唱や楽器演奏」「調理

実習」「密集する運動」「組み合ったり接触したりする運動」等は回避します。 

 また「異学年交流」「クラブ活動」等、異学年が交わる活動を回避します。「委員会活動」

につきましても、接触を必要としない常時活動のみ行います。図書委員による本の貸し出

しも控えます。 

 

●学校行事について 

２学期に予定している学校行事等の中で、８月末及び９月中に実施を予定している行事

（運動会、水泳学習、校外学習等）は、全て１０月以降に延期する予定です。また、今後

の感染状況に応じて再延期、中止などを検討していきます。 

 

●校時の変更、下校時刻の繰り上げについて 

校時を変更し、休憩時間をすべて１０分間とゆとりをもたせ、手洗い、トイレ等での三

密を避けるようにします。また、下校時刻を早め、5限までの日は、午後2時２０分、6

限までの日は、午後３時１５分とします。 

なお「かがやき教室」につきましては、校時の変更に対応していただけます。希望日、

時間等の変更を希望される場合は事前に連絡帳で担任と「かがやき教室」へお知らせくだ

さい。バスの時刻は通常どおりです。 
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   （076）483‐1803 

〈保護者の皆様へのお願い〉 

 


